
基礎賦課額分
後 期 高 齢 者
支援金等賦課額分

介護納付金賦課額分

所　得　割 ６．１４％ ２．２１％ ２．２５％

均　等　割 ２２，４８４円 ７，８８７円 ９，２０８円

平　等　割 ２１，８５０円 ７，６６４円 ６，３７８円

特 定 世 帯
平　等　割

１０，９２５円 ３，８３２円

特定継続世帯
平　等　割

１６，３８８円 ５，７４８円

限　度　額 ６３０,０００円 １９０,０００円 １７０,０００円

令和３年度国民健康保険料率等について

資料１
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厚木市国民健康保険の
料率等の算定について

国民健康保険料
賦課額

＝

医
療
給
付
費
分
保
険
料

後
期
支
援
金
等
分
保
険
料

介
護
納
付
金
分
保
険
料

介護納付金分保険料は、
40歳～64歳の被保険者のみ

＋ ＋

保険料の構成（3方式）

①所得割

前年の総所得金額等に係る保険料

②均等割

被保険者一人当たりに係る保険料

③平等割

一世帯当たりに係る保険料

医療給付費、後期支援金等及び介護納付金分それぞれに

おいて次の３つの保険料を合算する。
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保険料賦課総額について

歳出見込額

保険給付費
国民健康保険事業費納付金（医療分）

保健事業費
その他国民健康保険事業に要する費用等

国民健康保険事業費納付金（後期分）

国民健康保険事業費納付金（介護分）

歳入見込額

国民健康保険保険
給付費等交付金

県市補助貸付 等 等

県市補助貸付 等

県市補助貸付 等

＝

＝

＝

①

①

①

国民健康保険料
（医療分）

国民健康保険料
後期高齢者
支援金等分

国民健康保険料
（介護分）

②

②

②

医
療
分

後
期
分

介
護
分

③

③

③

国民健康保険料賦課総額③（保険料で賄うべき総額）

＝歳出見込額① － 保険料を除く歳入見込額②
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料率・額

按分率 賦課総額

所得割 所得割総額 所得割

52% 1,901,920千円 6.14%

× 均等割 ＝ 均等割総額 ÷ → → 均等割

30% 1,097,261千円 22,484円

平等割 平等割総額 平等割

18% 658,357千円 31,763世帯 (3,003世帯) 21,850円

（内特定継続世帯） (519世帯)

所得割 所得割総額 所得割

52% 667,120千円 2.21%

× 均等割 ＝ 均等割総額 ÷ → → 均等割

30% 384,877千円 7,887円

平等割 平等割総額 平等割

18% 230,926千円 31,763世帯 (3,003世帯) 7,664円

（内特定継続世帯） (519世帯)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所得割 所得割総額 所得割

52% 239,389千円 2.25%

× 均等割 ＝ 均等割総額 ÷ → → 均等割

30% 138,109千円 9,208円

平等割 平等割総額 平等割

18% 82,865千円 6,378円

＊医療分と後期分の平等割の料額算出について、分母となる世帯数は、特定世帯数の２分の１及び特定継続世帯の４分の１を差し引いて算出する。

厚木市国民健康保険の保険料率等算定図（令和３年度）

【保険料として賦課徴収する額】

按分の基礎となる額（試算）

医
療
分

賦課総額（一般被保険者分）

÷予定収納率92.5％

2,965,207千円

　
こ
の
計
算
で
算
出
さ
れ
た
保
険
料
率
で
計
算
を
行
う
と

、
賦
課
限
度

（
医
療
　
万
円
・
後
期
　
万
円
・
介
護
　
万
円

）
超
過
額

（
保
険

料
と
し
て
徴
収
で
き
な
い
額

）
が
発
生
す
る
の
で

、
賦
課
総
額
に
不
足
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る

。

　
そ
こ
で

、
限
度
超
過
額
が
発
生
し
な
い
よ
う
被
保
険
者
の
総
所
得
金
額

（
按
分
の
基
礎
と
な
る
額

）
を
調
整
し

、
賦
課
総
額
を
確
保
で

き
る
保
険
料
率
を
算
出
す
る

。

3,657,538千円 被保険者総所得金額（賦課標準）

保険料見込額 35,748,378千円

被保険者数

＋保険料軽減見込額 48,802人

418,016千円 世帯数（内特定世帯数）

後
期
支
援
分

賦課総額（一般被保険者分）

1,282,924千円 被保険者総所得金額（賦課標準）

保険料見込額 35,748,378千円

被保険者数

＋保険料軽減見込額 48,802人

÷予定収納率92.5％ 12,993世帯

146,089千円 世帯数（内特定世帯数）

÷予定収納率92.5％

介
護
分

賦課総額（一般＋退職被保険者分）

460,363千円 被保険者総所得金額（賦課標準）

1,040,616千円

375,448千円 被保険者数

＋保険料軽減見込額 15,000人

50,388千円 世帯数

保険料見込額 12,989,479千円

条例に基づく按分率
あん

63

17

19

収納率９２．５%
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104,387円 0.85 % 877 円 58,165人 △ 3,880 人

99,702円 △ 4.49 % △ 4,685 円 54,729人 △ 3,436 人

100,990円 1.29 % 1,288 円 51,781人 △ 2,948 人

98,739円 △ 2.23 % △ 2,251 円 49,480人 △ 2,301 人

3 予定収納率
92.5% 98,746円 0.01 % 7 円 48,802人 △ 678 人

172,149円 △ 1.30 % △ 2,265 円 35,270世帯 △ 1,552 世帯

161,256円 △ 6.33 % △ 10,893 円 33,838世帯 △ 1,432 世帯

160,095円 △ 0.72 % △ 1,161 円 32,664世帯 △ 1,174 世帯

153,854円 △ 3.90 % △ 6,241 円 31,755世帯 △ 909 世帯

3 予定収納率
92.5% 151,717円 △ 1.39 % △ 2,137 円 31,763世帯 8 世帯

国民健康保険料一人当たり・一世帯当たりの年度別比較表

29

30

元

＊一人・一世帯当たり保険料は、医療分、後期分及び介護分保険料の合計を
　一般及び退職被保険者数の合計、世帯数の合計で除した数値です。

＊数値は、全て試算時のものです。

2

2

対前年比 世帯数

増減率 増減額 対前年増減

29

30

元

一世帯当たりの保険料

　　　項目

年度

保険料

一人当たりの保険料

　　　項目

年度

保険料
対前年比 被保険者数

増減率 増減額 対前年増減
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所 得 階 層 別 世 帯 人 員 別 世 帯 数 世帯数

所 得 階 層 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 9人世帯 10人以上 合　計 ７割 ５割 ２割

0円 8,988 1,090 327 162 41 16 3 2 0 1 10,630 33.5 33.5 4,742 515 691

100万円以下 4,945 1,602 394 147 43 11 2 2 1 0 7,147 22.5 56.0 2,469 2,293 881

200万円以下 3,384 2,833 448 137 41 7 3 2 1 0 6,856 21.6 77.6 28 699 1,841

300万円以下 1,349 1,608 325 118 46 9 5 0 0 0 3,460 10.9 88.4 6 5 151

400万円以下 420 652 176 62 23 6 3 0 0 0 1,342 4.2 92.7 2 1 8

500万円以下 275 421 126 72 35 5 2 1 0 0 937 2.9 95.6 2 0 1

600万円以下 85 172 62 39 15 6 2 0 1 0 382 1.2 96.8 2 0 2

700万円以下 64 107 55 18 9 1 0 0 0 0 254 0.8 97.6 1 0 0

800万円以下 45 54 30 22 6 1 0 0 0 0 158 0.5 98.1 1 0 0

900万円以下 24 66 23 15 3 1 0 0 0 0 132 0.4 98.5 0 0 0

1000万円以下 22 38 12 2 4 0 0 0 0 0 78 0.2 98.8 0 0 0

1000万円超 87 180 76 34 8 1 1 0 0 0 387 1.2 100.0 1 0 0

合　  計 19,688 8,823 2,054 828 274 64 21 7 3 1 31,763 100 7,254 3,513 3,575

構成割合(%) 62.0 27.8 6.5 2.6 0.9 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 22.8 11.1 11.3

累積構成割合(%) 62.0 89.8 96.2 98.8 99.7 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 22.8 33.9 45.2

＊各段階の世帯数には、未申告世帯（世帯主及び被保険者に１人でも未申告者がいる場合）も含んでいます。 398 1.3%
＊所得階層について、譲渡所得がある場合は、特別控除後の金額を使用しています。 3,956 12.5%
＊世帯構成割合は、小数点以下第２位を四捨五入しています。

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

＊擬制世帯の場合、所得階層は、擬制世帯主の所得を含んでいます。 6,941 3,462 3,567

所 得 階 層 別 世 帯 人 員 別 世 帯 分 布 表

構　成
割　合
(%)

累積構
成割合
(%)

軽減世帯数

限度額世帯

31,755世帯

未申告世帯数

前年度試算時

75.6%
92.4%
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【医療分】

年度

区分

率 5.92 % 5.57 % 5.72 % 5.92 % 6.14 %

増減 0.17 % △ 0.35 % 0.15 % 0.20 % 0.22 %

額 23,334 円 22,387 円 22,746 円 22,326 円 22,484 円

増減 280 円 △ 947 円 359 円 △ 420 円 158 円

額 24,092 円 22,767 円 22,786 円 22,013 円 21,850 円

増減 △ 99 円 △ 1,325 円 19 円 △ 773 円 △ 163 円

【後期分】
年度

区分

率 2.05 % 1.99 % 2.04 % 2.15 % 2.21 %

増減 0.04 % △ 0.06 % 0.05 % 0.11 % 0.06 %

額 8,144 円 7,901 円 7,977 円 7,890 円 7,887 円

増減 103 円 △ 243 円 76 円 △ 87 円 △ 3 円

額 8,409 円 8,035 円 7,991 円 7,780 円 7,664 円

増減 △ 29 円 △ 374 円 △ 44 円 △ 211 円 △ 116 円

【介護分】

年度

区分

率 1.87 % 1.88 % 2.03 % 2.14 % 2.25 %

増減 0.14 % 0.01 % 0.15 % 0.11 % 0.11 %

額 9,556 円 9,313 円 9,686 円 9,351 円 9,208 円

増減 409 円 △ 243 円 373 円 △ 335 円 △ 143 円

額 6,858 円 6,628 円 6,816 円 6,523 円 6,378 円

増減 216 円 △ 230 円 188 円 △ 293 円 △ 145 円

保険料率等年度推移表

29 30 元 2 3

所得割

均等割

平等割

賦課限度額 ５４万円 ５８万円 ６１万円 ６３万円 ６３万円

29 30 元 2 3

所得割

均等割

平等割

賦課限度額 １９万円 １９万円 １９万円 １９万円 １９万円

29 30 元 2 3

所得割

均等割

平等割

賦課限度額 １６万円 １６万円 １６万円 １７万円 １７万円
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１人 ２人 ３人

２年度 22,700　 34,400　 43,500　

３年度 22,500　 34,400　 43,400　

増　減 △200　 0　 △100　

２年度 39,800　 59,700　 74,700　

３年度 39,700　 59,500　 74,700　

増　減 △100　 △200　 0　

２年度 166,700　 183,100　 207,200　

３年度 169,700　 186,300　 210,500　

増　減 3,000　 3,200　 3,300　

２年度 238,100　 277,600　 307,900　

３年度 243,800　 283,400　 313,800　

増　減 5,700　 5,800　 5,900　

２年度 313,600　 353,200　 383,400　

３年度 322,300　 361,900　 392,300　

増　減 8,700　 8,700　 8,900　

２年度 395,300　 434,900　 465,100　

３年度 407,200　 446,800　 477,000　

増　減 11,900　 11,900　 11,900　

２年度 436,200　 475,700　 505,900　

３年度 449,500　 489,100　 519,500　

増　減 13,300　 13,400　 13,600　

２年度 476,900　 516,600　 546,800　

３年度 492,000　 531,500　 561,900　

増　減 15,100　 14,900　 15,100　

２年度 517,800　 557,400　 587,600　

３年度 534,300　 573,900　 604,300　

増　減 16,500　 16,500　 16,700　

２年度 562,800　 602,400　 632,600　

３年度 581,000　 620,500　 650,900　

増　減 18,200　 18,100　 18,300　

２年度 608,700　 648,200　 678,500　

３年度 628,700　 668,300　 698,600　

増　減 20,000　 20,100　 20,100　

所得階層別年間国民健康保険料の対前年度比較

　１人当たりの保険料　98,746円　　１世帯当たりの保険料　151,717円
　　　　　　　　 （対前年比　＋７円）　　　 　　　　　　（対前年比－2,137円）

　　【収入750万円まで】

給与収入
の目安

課税
標準額

年　度
被保険者数

98万円以下 ０円

100万円 ２万円

200万円 89万円

300万円 159万円

400万円 233万円

500万円 313万円

700万円 477万円

750万円 522万円

550万円 353万円

600万円 393万円

650万円 433万円

円 円 円７割減 ７割減 ７割減

５割減 ５割減 ５割減

２割減 ２割減

７割減

５割減

７割減

５割減

２割減 ２割減

５割減

７割減

注意【表の見方】
＊保険料額は、被保険者１人及び２人の場合、介護第２号被保険者該当（40～64歳）として計算しています。
被保険者が３人の場合は、３人の内２人分のみを、介護第２号被保険者該当（40～64歳）として計算して

います。
＊「課税標準額」は世帯内で所得がある被保険者が１人目のみであることを前提としています。

なお、課税標準額とは、収入から給与所得控除及び基礎控除を引いた金額を言います。
＊軽減賦課（均等割、平等割の減額）を適用しています。

＊事業収入の場合は、収入（売上等）－必要経費－43万円として「課税標準額」に当てはめてください。
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No.

1

17 36.3
30.4

2

588 1,093
187

64

20

4

6 10,000

7 youtube 2

7 73

9

9 10 1,000

10/30 11/5 500

9/1 9 1 8,500

7/29 7 25,000

11/11 1 12,080

37,080

7

40 414

50 60 2,592

40 1,000

4,006

3 4 28



No. 事業名 事業内容 実績 目標 結果 効果

3

ヘルスアップ事
業

生活習慣病の発症予防を目的に、自己
の健康管理を見直す機会を提供するた
めの健康教室を開催する。

（1）12/22 RIZAP オンライン運動セミナー 参加者：76人
12/23 オンライン運動セミナー上映会 参加者：2人

（2）3/29 健康支援プログラム
①お米と健康 参加者：19人
②血流改善セミナー 参加者：24人

健康意識が改善し
た受講者87％

受講者の健
康意識改善
した80.9％

参加者アンケート結果から
の意識改善率
（1）76.0％
（2）87.8％

4

糖尿病性腎症
重症化予防事
業

糖尿病の重症化予防を目的に、厚木医
師会加入の医療機関から対象者を特定
し、専門職により個人に対し、6か月間

の面談指導と電話指導を実施する。指
導内容は、食事指導・運動指導・服薬管
理等。

・31医療機関の内、15医療機関に通院中の患者23人に実施
【指導内容】生活習慣病面談指導 ２回、電話・手紙支援 ６回
・2年目フォロー29人、3年目フォロー4人、4年目フォロー3人、5年
目フォロー7人

指導完了者の検査
値改善率 90％

指導完了者の健康
意識改善率100％
病期進行0人
（※2020年目標値）

指導完了者
の検査値改
善率
HbA1c 
85.7％
eGFR 68.8％

保健指導前後でデータが
取得できた参加者のうち、
病期進行者1人

5

生活習慣病治
療中断者受診
勧奨事業

生活習慣病治療中断者の減少を目的に、
かつて生活習慣病の治療を受けていた
にもかかわらず、一定期間、医療機関
の受診が確認できず、治療を中断して
いる可能性のある対象者を特定し、通
知等により受診勧奨を行う。

・治療中断者への受診勧奨（対象者254人） 対象者の医療機関
受診率52％

対象者の医
療機関受診
率50.6%

対象者
239人中121人受診（50.6%）

6

健診異常値放
置者受診勧奨
事業

特定健診の受診後、その結果に異常値
があるにもかかわらず、医療機関での
受診をせず放置している方の減少を目
的に、医療機関の受診が確認できない
対象者を特定し、通知等により受診勧
奨を行う。

・異常値放置者への受診勧奨（対象者813人） 対象者の医療機関
受診率17％

対象者の医
療機関受診
率12.4％

対象者
800人中100人受診（12.4％）

7

ロコモティブシ
ンドローム予防
事業

ロコモティブシンドロームの発症予防を
目的に、自己の健康管理を見直すため
の機会を提供するため、運動教室等を
開催する。また、ロコモティブシンドロー
ムを周知することで、認知率を向上し、
発症の予防を促す。

・3/29 ロコモ測定会 12人 健康意識が改善し
た人の割合 87％

ロコモティブシンド
ロームの認知率
70％

健康意識が
改善した受
講者 63.6％

ロコモティブ
シンドロー
ムの認知率
18.7％

参加者アンケート結果から
の意識改善率
11中7人改善（63.6％）

8

受診行動適正
化事業（重複
服薬）

重複服薬者の減少を目的にレセプト
データから、医療機関への不適切な受
診が確認できる対象者を特定し、適正な
医療機関へのかかり方について通知を
行う。

・対象者に対し、通知を送付。 指導完了者の受診
行動適正化10%

指導完了者の医療
費10%減少

指導完了者
の受診行動
適正化
66.7%

指導完了者
の医療費
13.3%減少

（1）6人中4人行動変容有
（66.7％）
【医療費】
月平均重複投薬医療費
通知前3,886円
通知後3,372円

9

ジェネリック医
薬品差額通知
事業

ジェネリック医薬品の普及率向上を目的
に、ジェネリック医薬品への切り替えに
よる薬剤費軽減額が100円以上の対象

者を特定し、対象者に通知書を送付す
る。また、ジェネリック医薬品希望カード
の配布を実施する。

・高齢受給者証にカードを同封
・100円以上の差額発生者に
ジェネリック差額通知を送付

対象者のジェネリッ
ク医薬品普及率(数
量ベース) 82%

対象者の
ジェネリック
医薬品普及
率(数量
ベース) 
74.1%

ジェネリック医薬品普及率
（数量ベース） 1.0％向上

R02.4月 普及率 73.1％
R02.11月 普及率 74.1％

送付日 件数

1回目（6/30） 3,240件

2回目（7/30） 1,450件

3回目（8/28） 918件

3回目10/30） 729件

勧奨方法 件数 備考

通知（8/5） 254件 効果測定時239人

電話（9月～） 246件 電話勧奨：108件、不通等138件、
資格喪失等：8件

勧奨方法 件数 備考

通知（8/28） 813件 効果測定時805人

電話（10月～） 603件 電話勧奨：416件、不通等187件、
特定保健指導等除外者：210件

通知 件数

（1）対象者（向精神薬除く） 6人 10/19 6件

（2）向精神薬対象者 19人 年12回 58件
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令和３年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第１号)（案）総括表

（歳　　入） （単位：千円） （歳　　出） （単位：千円）

国庫支出金 県支出金 その他

  5 国民健康保険料 4,784,514 4,784,514 22.3   5 総務費　　　　　　　　　　 345,865 345,865 1.6

4,784,514 4,784,514 22.3   5 総務管理費 299,349 299,349 1.4

 15 国庫支出金 0.0  10 徴収費 46,136 46,136 0.2

0.0  15 運営協議会費 380 380 0.0

 25 県支出金 14,775,303 21,000 14,796,303 69.0  10 保険給付費 14,627,410 14,627,410 68.1

14,775,303 21,000 14,796,303 69.0   5 療養諸費 12,715,064 12,715,064 59.2

 35 財産収入 679 679 0.0  10 高額療養費 1,804,700 1,804,700 8.4

679 679 0.0  16 移送費 300 300 0.0

 40 繰入金 1,637,987 1,637,987 7.6  18 出産育児諸費 90,346 90,346 0.4

　5 他会計繰入金 1,439,809 1,439,809 6.7  20 葬祭諸費 16,500 16,500 0.1

 10 基金繰入金 198,178 198,178 0.9  22 傷病手当諸費 500 500 0.0

 45 繰越金 150,000 150,000 0.7  22 国民健康保険事業費納付金 6,188,475 6,188,475 28.8

150,000 150,000 0.7   5 医療給付費分 4,053,766 4,053,766 18.9

 50 諸収入 94,517 94,517 0.4  10 後期高齢者支援金等分 1,539,771 1,539,771 7.2

　5 延滞金、加算金及び過料 40,020 40,020 0.2  15 介護納付金分 594,938 594,938 2.8

 10 市預金利子 39 39 0.0  27 保健事業費 236,543 236,543 1.1

 15 雑入 54,458 54,458 0.3   3 特定健康診査等事業費 146,739 146,739 0.7

  5 保健事業費 89,804 89,804 0.4

 30 基金積立金 261 261 0.0

  5 基金積立金 261 261 0.0

 40 諸支出金 24,446 21,000 45,446 21,000 0.3

  5 還付金及び還付加算金 24,446 21,000 45,446 21,000 0.3

 45 予備費 20,000 20,000 0.1

  5 予備費 20,000 20,000 0.1

21,000 100.0

補正前の額 補正額

21,443,000 21,000 21,464,000歳出合計

21,000 21,464,000

款 補正前の額 補正額 計
項

　5 国民健康保険料

款

 10 県負担金・補助金

　5 財産運用収入

　5 繰越金

歳入合計 21,443,000 100.0

本年度予算額の財源内訳

 10 国庫補助金

構成率
 (%)

特定財源
一般財源

計
構成率

(%) 項

 1



令和３年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第１号)（案）

（歳　入） （単位：千円）

 目

 05 国民健康保険料 4,784,514 4,784,514 22.3
　5 国民健康保険料 4,784,514 4,784,514 22.3

　5 一般被保険者国民健康保険料 4,784,472 4,784,472 22.3
 10 退職被保険者等国民健康保険料 42 42 0.0

 15 国庫支出金 0.0
 10 国庫補助金 0.0

 25 県支出金 14,775,303 21,000 14,796,303 69.0
 10 県負担金・補助金 14,775,303 21,000 14,796,303 69.0

14,775,303 21,000 14,796,303 69.0
　保険給付費等交付金（普通交付金） 14,519,628 14,519,628 67.7
  保険給付費等交付金（特別交付金） 255,675 21,000 276,675 1.3 特別調整　21,000

 35 財産収入 679 679 0.0
　5 財産運用収入 679 679 0.0

 40 繰入金 1,637,987 1,637,987 7.6
　5 他会計繰入金 1,439,809 1,439,809 6.7

1,439,809 1,439,809 6.7
　保険基盤安定繰入金 982,131 982,131 4.6
  職員給与費等繰入金 347,478 347,478 1.6
  出産育児一時金繰入金 60,200 60,200 0.3
  財政安定化支援事業繰入金 50,000 50,000 0.2
  その他一般会計繰入金 0.0

　10 基金繰入金 198,178 198,178 0.9
 45 繰越金 150,000 150,000 0.7

　5 繰越金 150,000 150,000 0.7
 50 諸収入 94,517 94,517 0.4

　5 延滞金、加算金及び過料 40,020 40,020 0.2
 10 市預金利子 39 39 0.0
 15 雑入 54,458 54,458 0.3

　5 一般会計繰入金

歳入合計

補正前の額 補正額 計
構成率

(%)
款

項

　5 保険給付費等交付金

備　　考

21,443,000 21,000 21,464,000 100.0

 2



（歳　出） （単位：千円）

款 項

 5 総務費　　　　　　　　　　 345,865 345,865 1.6

 5 総務管理費 299,349 299,349 1.4

10 徴収費 46,136 46,136 0.2

15 運営協議会費 380 380 0.0

10 保険給付費 14,627,410 14,627,410 68.1

 5 療養諸費 12,715,064 12,715,064 59.2

10 高額療養費 1,804,700 1,804,700 8.4

16 移送費 300 300 0.0

18 出産育児諸費 90,346 90,346 0.4

20 葬祭諸費 16,500 16,500 0.1

22 傷病手当諸費 500 500 0.0

22 国民健康保険事業費納付金 6,188,475 6,188,475 28.8

 5 医療給付費分 4,053,766 4,053,766 18.9

10 後期高齢者支援金等分 1,539,771 1,539,771 7.2

15 介護納付金分 594,938 594,938 2.8

27 保健事業費 236,543 236,543 1.1

 3 特定健康診査等事業費 146,739 146,739 0.7

 5 保健事業費 89,804 89,804 0.4

30 基金積立金 261 261 0.0

 5 基金積立金 261 261 0.0

40 諸支出金 24,446 21,000 45,446 0.3

 5 償還金及び還付加算金 24,446 21,000 45,446 0.3 コロナ保険料減免還付金

45 予備費 20,000 20,000 0.1

 5 予備費 20,000 20,000 0.1

備　　考補正前の額 補正額
構成率

 (%)
計

100.0歳出合計 21,443,000 21,000 21,464,000

 3


